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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・衛生係 

個人情報ファイルの名称 菰野町 し尿システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 し尿汲取り情報を管理するため 

記録項目 

1 し尿番号、2 住民コード、3 氏名、4 住所、5 電話番号、6 設

置場所、7 発送先、8 発送先、9 調定区分、10 用途区分、11 減

免区分、12業者区分、13 個人法人区分、14 収納区分、15 口座

情報、16 施工状況、17 収納記録 

記録範囲 使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・衛生係 

個人情報ファイルの名称 浄化槽補助金システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽の情報を管理するため 

記録項目 

1 浄化槽№、2 使用者情報、3 設置者情報、4 点検業者、5 清掃

業者、6点検サイクル、7変更事由、8届出日、9変更届出日、

10設置予定日、11廃止区分、12廃止日、13メーカー、14型式、

15認定番号、16種類、17建築用途、18延べ面積、19人槽、20

処理能力、21放流先、22 有効容量、23処理方式、24構造、25

設置場所、26補助金管理、27維持管理 

記録範囲 使用者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・衛生係 

個人情報ファイルの名称 畜犬管理システム 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 畜犬及び所有者情報を管理するため 

記録項目 

1 登録年度、2 鑑札番号、3 登録日、4 申請日、5 鑑札区分、6

受付場所、7 申請理由、8 申請・届出事項、9 異動日、10 届出

日、11 宛名番号、12地区、13 氏名又は名称、14 住所、15 送付

先、16 電話番号、17 犬の名前、18 犬の種類、19 犬の毛色、20

犬の生年月日、21 犬の性別、22 犬の所在地、23 異動状況、24

注射状況、25 注射猶予状況 

記録範囲 犬の所有者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 保健所、警察署 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・環境係 

個人情報ファイルの名称 三重菰野グリーンリサイクル搬入許可番号表 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 三重菰野グリーンリサイクルへの搬入データを管理するため 

記録項目 

1許可番号、2月日、3氏名、4発生場所、5有効期限、6合計 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

 



1 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・環境係 

個人情報ファイルの名称 事業系廃棄物搬入許可一覧 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 事業系廃棄物搬入許可証の発行のため 

記録項目 

1 前年度発行状況、2今年度発行状況、3 許可番号、4事業所名、

5 運搬業者、6 排出住所、7郵便番号、8 送付先、送付事業者名 

記録範囲 町内事業所 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250 番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】環境課・環境係 

個人情報ファイルの名称 清掃センター不燃物処理場搬入データ 

行政機関等の名称 菰野町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
環境課 

個人情報ファイルの利用目的 清掃センターと不燃物処理場への搬入データを管理するため 

記録項目 

1 搬入日、2 許可番号、3 氏名、4 住所、5 原因、6 清掃センタ

ー搬入量、7不燃物処理場搬入量、8 合計搬入量 

記録範囲 申請者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）菰野町 総務課 

（所在地）〒510-1292 三重郡菰野町大字潤田 1250番地 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和４年 12月６日 


